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潮来市市制施行２５周年記念山車曳き補助金交付要項 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、潮来市の伝統文化を通じ、潮来市市制施行２５周年という節目におけ

る祝賀の機運を高め、市民の郷土愛の醸成と地域コミュニティの結束を図るため、記念山

車曳き実施に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに

ついて、潮来市補助金等交付規則（平成９年規則第２１号）に定めるもののほか、必要な

事項を定めるものとする。 

（補助対象団体） 

第２条 補助金の対象となる者は、市制施行２５周年記念の冠を事業名に付した山車曳き

（以下「補助事業」という。）に参加する自治会（以下「補助対象団体」という。）とする。 

（補助対象経費） 

第３条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業の実

施に要する経費のうち、次に掲げるものとする。 

（１） 行事設備経費（会場設営、装飾、音響、照明、設備費等） 

（２） 運営経費（司会、芸座連、開催に要する事業委託費等） 

（３） 広報宣伝経費（ポスター及びパンフレット製作費、広報宣伝に要する事業費等） 

（４） 警備経費（警備費、交通規制に要する経費、安全対策に要する経費、保険等） 

（５） その他市長が必要と認める経費 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。 

（１） 対象団体の経常的な運営費 

（２） 補助事業実施に直接関係しない経費 

（３） 対象団体の構成員に対する謝礼、人件費及び交通費 

（４） 不動産の取得に関する経費、備品購入費 

（５） 飲食費 

（６） 対象団体が支払ったことを書面により確認することができない経費 

（７） 他の補助金又は助成金の交付を受けた対象経費 

（８） その他市長が不適当と認める経費 

（補助金の額） 

第４条 一つの補助対象団体に交付する補助金の額は、１５万円を限度とし、千円未満の端

数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。 

（交付の申請手続き） 

第５条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書（様式第１号）に次

に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

（１） 事業計画書（様式第２号） 

（２） 収支予算書（様式第３号） 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合において適当と認めたときは、補助
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金等交付決定通知書（様式第４号）により補助金の交付決定を通知するものとする。 

 （事業内容の変更等） 

第７条 補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定団体」という。）は、補助金の交付

決定後、補助事業について、その内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、

補助事業変更・中止承認申請書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

 （指示及び検査） 

第８条 市長は、交付決定団体に対し、必要な指示をし、又は関係書類、帳簿等の検査を行

うことができる。 

 （補助金の交付請求及び実績報告） 

第９条 交付決定団体は、補助事業の完了した日から起算して３０日を経過した日までに

補助事業等実績報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければ

ならない。 

（１） 補助金交付請求書（様式第７号） 

（２） 収支精算書（様式第８号） 

（３） 補助対象経費に係る領収書及び補助事業の実施に係る記録写真、資料等 

 （補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条の規定による実績報告を受理した場合において適当と認めたとき

は、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書（様式第９号）により交付

決定団体に通知する。 

２ 市長は、交付決定団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を

超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものと

する。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から起算して２０日を経過した日

までとする。 

 （交付決定の取消し等） 

第１１条 市長は、次のいずれかに該当する場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取

り消し、又は変更することができる。 

（１） 交付決定団体が、潮来市補助金等交付規則又はこの告示に定める事項に違反した場

合 

（２） 交付決定団体が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

（３） 交付決定団体が補助事業に関して不正、怠慢、その他の不適当な行為をした場合 

（４） 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助金の全部又は一部の交付を継続する

必要がなくなった場合 

 （帳簿等の保管） 

第１２条 交付決定団体は、帳簿及び証拠書類又は証拠物を、補助事業終了の年度の翌年度

から起算して５年間整備し、及び保管しなければならない。 

 （その他） 

第１３条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 
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 この告示は、公表の日から施行する。 

 



 

 

様式第１号（第５条関係） 

 

年  月  日  

 

 潮来市長    様 

 

 

申請者住所            

名称            

氏名            

 

 

補 助 金 等 交 付 申 請 書 

 

 

 補助金等の交付を受けたいので、潮来市市制施行２５周年記念山車曳き補助金交付要項

第５条の規定に基づき関係書類を添えて下記のとおり申請いたします。 

 

 

記 

 

 

１ 補助金等交付申請額             円 

 

２ 補助事業名 

 

３ 補助事業の目的及び内容 

 

４ 補助事業の着手及び完了の時期 

 

  



 

 

様式第２号（第５条関係） 

事 業 計 画 書 

１ 事業内容及び経費区分 

事 業 種 目 金 額 事 業 内 容 摘 要 

        

２ 事業の遂行に関する計画 

 

  



 

 

様式第３号（第５条関係） 

 

収 支 予 算 書 

１ 収入の部 

区 分  年 度 予 算 額  年 度 予 算 額 比 較 増 減 備 考 

申請者負担金         

市 補 助 金         

そ の 他         

計         

国 庫 補 助 金         

県 費 補 助 金         

雑 収 入 金         

合 計         

２ 支出の部 

区 分  年 度 予 算 額  年 度 予 算 額 比 較 増 減 備 考 

１ 事 業 費         

（１）         

（２）         

（３）         

（４）         

（５）         

２ 事 務 費         

（１）         

（２）         

（３）         

（４）         

（５）         

３ 会 議 費         

（１）         

（２）         

（３）         

合 計         

 

  



 

 

様式第４号（第６条関係） 

 

第      号 

年  月  日  

 

 申請者住所 

    名称 

    氏名 

 

潮来市長             

 

 

補 助 金 等 交 付 決 定 通 知 書 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった補助金等については、潮来市市制施行２５周

年記念山車曳き補助金交付要項第６条の規定により、下記のとおり交付することに決定し

たので通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助事業名 

 

２ 補助金等交付決定額         円 

 

３ 補助事業の内容 申請書のとおりとする。 

 

４ 補助金等交付条件 

 （１） この補助事業は、   年   月   日までに完了しなければならない。 

 （２） 補助事業は、潮来市市制施行２５周年記念山車曳き補助金交付要項及び潮来市補

助金等交付規則に従わなければならない。 

 

 

  



 

 

様式第５号（第７条関係） 

 

年  月  日  

 

 潮来市長     様 

 

 

申請者住所            

名称            

氏名            

 

 

補 助 事 業 変 更 ・ 中 止 承 認 申 請 書  

 

      年   月   日付けで決定を受けた補助金について、事業の変更・中止を

したいので潮来市市制施行２５周年記念山車曳き補助金交付要項第７条の規定により次の

とおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 補助事業名 

 

２ 変更の内容 

 

３ 変更理由 

 

４ 変更後の補助金交付申請額          円  

 

５ 添付書類 

（１）変更事業計画書 

（２）変更収支予算書 

 

 

  



 

 

様式第６号（第９条関係） 

 

年  月  日  

 

 潮来市長     様 

 

 

申請者住所           

名称           

氏名           

 

 

補 助 事 業 等 実 績 報 告 書 

 

 

     年   月   日付けで交付決定通知のあった補助金に係る補助事業を下記

のとおり実施したので、潮来市市制施行２５周年記念山車曳き補助金交付要項第９条の規

定により報告します。 

 

記 

 

１ 補助事業名 

 

２ 補助事業の目的及び内容 

 

３ 実施場所 

 

４ 補助金等額   金          円 

 

  



 

 

様式第７条（第９条関係） 

 

年  月  日  

 

 潮来市長    様 

 

申請者住所            

名称            

氏名            

 

補 助 金 等 交 付 請 求 書 

 

    年  月  日付け第   号により補助金の交付決定のあった補助事業につい

て、潮来市市制施行２５周年記念山車曳き補助金交付要項第９条の規定に基づき関係書類

を添えて下記のとおり請求いたします。 

 

記 

 

１ 補助事業 

 

２ 補助金交付確定額  金         円 

 （うち概算交付額   金                  円） 

   

３ 今回請求額     金         円 

 

４ 振込口座 

 

金融機関名  本支店名  

フリガナ  

口座名義人  

口座種類  

口座番号  

 

  



 

 

様式第８号（第９条関係） 

 

収 支 精 算 書 

１ 収入の部 

区 分 精 算 額 予 算 額 比 較 増 減 備 考 

申請者負担金         

市 負 担 金         

そ の 他         

計         

国 庫 補 助 金         

県 費 補 助 金         

雑 収 入 金         

合 計         

２ 支出の部 

区 分 精 算 額 予 算 額 比 較 増 減 備 考 

１  事 業 費         

（１）         

（２）         

（３）         

（４）         

（５）         

２  事 務 費         

（１）         

（２）         

（３）         

（４）         

（５）         

３  会 議 費         

（１）         

（２）         

（３）         

合 計         

 

 

 

  



 

 

様式第９号（第１０条関係） 

 

第      号 

年  月  日  

 

 

 申請者住所 

    名称 

    氏名 

 

 

潮来市長           

 

 

補助金等の額の確定通知書 

 

 

     年   月   日付けで実績報告があった補助事業については、潮来市市制

施行２５周年記念山車曳き補助金交付要項第１０条の規定に基づき、下記のとおり額を確

定します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助事業名 

 

２ 補助金等の確定額                  円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


